
宮崎市屋外広告物等に係る是正指導要綱の概要

１．目的

・違反広告物等に対する是正指導の行い方の明確化

２．特徴

・是正指導手順のフローチャート化

・違反広告物の広告主の氏名公表制度の具体化

３．是正指導対象者

・原則、広告主

※ケースによっては、広告業者、管理者

４．是正指導手順の基本フローチャート

是正指導以降の段階は、２～３ケ月毎が目安。

５．周知期間と運用開始

・周知期間：～平成２９年１月３日まで

・運用開始：平成２９年１月４日から

６．対象とする違反広告物

・平成２９年１月４日以降に本市が新たに発見した違反広告物

７．重要

・違反の大小に関わらず、本違反是正指導要綱により対応する。

※事前に相談し、許可を受けていれば違反広告物は発生しないため
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文書指導 ・訪問指導
・文書指導

・報道機関への投げ込み
・市ＨＰ


